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東
　
晋
次
著

『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
』小

　
川
　
由
　
記

　
著
者
は
長
年
に
わ
た
っ
て
後
漢
時
代
の
政
治
史
を
研
究
さ
れ
、
幾
多
の
論

考
を
発
表
さ
れ
て
き
た
。
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
本
書
の
上
梓
に
よ
っ
て

そ
れ
ら
の
業
績
が
一
望
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
上
三
九
頁
に
わ
た
る

序
章
は
、
従
来
の
後
軍
政
治
史
・
社
会
史
の
研
究
状
況
を
丹
念
に
整
理
さ
れ

て
お
り
、
諸
研
究
の
成
果
と
今
後
の
課
題
を
認
識
し
得
る
大
変
有
益
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
序
章
で
、
従
来
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
著
者

が
打
ち
出
し
た
本
書
の
課
題
を
み
て
み
よ
う
。

　
川
勝
義
雄
・
谷
川
道
雄
茂
ら
が
古
代
か
ら
中
世
へ
の
展
開
を
「
共
同
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

自
己
発
展
」
で
捉
え
て
以
来
、
殿
軍
史
に
お
い
て
も
「
共
同
体
」
の
問
題
が

盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
ぎ
た
。
こ
こ
に
い
う
共
同
体
と
は
、
民
衆
の
日
常

生
活
の
基
盤
を
な
す
地
域
集
団
で
あ
り
、
川
勝
氏
ら
に
よ
る
と
、
共
同
体
は

階
級
関
係
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
支
え
、
否
定
し
、
超
克
す
る
こ
と
が
で
き

る
歴
史
の
主
体
的
要
因
と
な
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
共
同
体
論
の
立
場
か

ら
後
漢
時
代
は
、
前
漢
時
代
に
優
勢
な
父
老
申
心
の
里
共
同
体
が
変
質
し
、

豪
族
を
中
核
と
す
る
新
し
い
質
を
も
っ
た
共
同
体
が
出
現
し
た
時
代
と
位
置

　
　
　
　
　
　
②

付
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
豪
族
支
配
と
父
老
的
秩
序
の
関
係
と
い
っ
た

構
造
的
変
遷
の
具
体
像
、
ま
た
、
共
同
体
・
社
会
と
国
家
の
絹
互
関
連
の
仕

方
や
そ
の
時
代
的
変
遷
は
未
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
か
か
る
課
題
を
追

求
す
る
に
は
㍉
地
方
社
会
が
國
家
の
統
治
支
配
に
よ
っ
て
い
か
に
変
容
し
、

逆
に
変
容
し
た
地
方
社
会
が
い
か
に
国
家
を
変
質
さ
せ
て
い
く
か
、
と
い
う

問
題
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
。

　
ま
た
、
後
漢
時
代
は
次
の
六
朝
社
会
形
成
の
過
渡
期
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
後
漢
時
代
の
性
格
、
位
置
付
け
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
六
朝
時
代
へ
の

展
望
も
必
要
と
な
る
。
川
勝
氏
ら
に
よ
っ
て
、
六
朝
貴
族
の
源
流
は
後
漢
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

期
の
知
識
階
級
睦
「
清
流
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
で
は
清

流
は
後
漢
中
期
以
降
い
か
に
し
て
中
央
官
界
の
主
要
勢
力
と
な
っ
て
い
く
の

か
。
こ
れ
は
、
中
期
社
会
構
造
を
生
み
出
し
た
前
期
の
政
治
状
況
も
踏
ま
え
、

政
治
過
程
に
即
し
て
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

　
か
か
る
視
点
か
ら
、
著
者
は
本
書
の
課
題
を
次
の
三
点
に
お
く
。
第
一
に
、

後
漢
時
代
二
百
年
の
政
治
過
程
を
連
続
的
に
捉
え
、
皇
帝
支
配
の
在
り
方
の

変
容
を
外
戚
・
窟
官
に
よ
る
政
治
権
力
掌
握
や
儒
家
官
僚
の
政
治
活
動
と
の

関
連
の
下
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
後
漢
社
会
の
変
質
過
程
を
、

共
同
体
論
と
の
関
連
で
開
ら
か
に
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
豪
族
が
い
か
に
し

て
皇
帝
支
配
体
制
を
変
質
さ
せ
、
政
治
的
支
配
者
層
に
転
成
し
て
い
く
か
、

ま
た
そ
の
過
程
で
後
玉
将
家
の
性
格
に
変
質
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
。

　
と
こ
ろ
で
本
書
は
、
基
本
的
に
は
著
者
の
代
表
的
な
既
発
表
論
文
を
も
と

に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
第
四
章
第
二
・
三
節
、
第
五
章
第
一
・
二
節

は
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
断
は
、
後
漢
政
治
史
を
特
徴
づ

け
る
外
戚
・
竃
官
・
儒
家
官
僚
三
者
が
政
治
勢
力
と
し
て
成
熱
す
る
重
要
な

時
期
を
描
い
て
お
り
、
本
書
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
所
で
あ
る
。
こ
の
三
者

の
関
係
が
、
後
漢
政
治
史
の
大
粋
を
挺
供
す
る
狩
野
直
禎
氏
の
近
著
『
後
漢
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評書

　
　
　
　
　
④

政
治
史
の
研
究
』
で
は
詳
細
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
著
者
は
批
判
す
る
。
す

な
わ
ち
、
狩
野
氏
は
儒
家
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
「
礼
教
派
」
を
反
外
戚
と

規
定
す
る
が
、
外
戚
と
儒
家
官
僚
が
協
同
関
係
に
あ
っ
た
時
期
か
ら
ど
の
よ

う
に
対
立
関
係
へ
と
変
化
し
た
の
か
と
い
う
具
体
相
が
明
確
で
な
い
。
ま
た

狩
野
氏
は
「
地
方
」
豪
族
出
身
者
が
中
央
政
界
に
進
出
し
て
き
た
と
す
る
が
、

進
出
が
可
能
に
な
っ
た
中
央
政
界
の
状
況
が
開
ら
か
で
な
い
、
と
批
判
す
る
。

こ
の
辺
り
に
著
者
の
本
書
に
対
す
る
力
点
が
み
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
念
頭
に
お
い
て
、
本
書
の
概
略
を
み
て
い
こ
う
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
え
が
き

序
　
章
　
後
漢
時
代
の
研
究
状
況
と
課
題

第
一
章
前
期
三
代
の
統
治
と
郷
里
社
会

第
ご
章
　
貴
戚
政
治
の
成
立

第
三
章
　
儒
学
の
普
及
と
知
識
階
層
の
形
成

第
四
章
貴
戚
政
治
の
展
開
と
儒
家
官
僚

第
五
童
・
地
方
社
会
の
変
容
と
豪
族

第
六
章
党
　
　
　
鋼

終
　
章
　
後
漢
暁
代
の
政
治
と
社
会

　
あ
と
が
き

　
光
武
帝
・
明
帝
・
章
帝
の
前
期
三
代
皇
帝
期
は
、
安
定
、
平
和
、
繁
栄
と

い
っ
た
印
象
が
あ
る
一
方
で
、
後
の
沈
滞
や
矛
盾
の
萌
芽
を
宿
し
た
時
代
で

も
あ
る
と
い
う
。
第
一
章
で
は
、
三
皇
帝
の
政
治
の
在
り
方
と
こ
の
時
期
の

郷
里
社
会
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

　
外
戚
王
葬
の
暴
動
と
い
う
経
験
か
ら
、
光
武
帝
は
諸
功
臣
・
外
戚
へ
の
権

力
集
中
を
抑
え
、
法
に
よ
る
皇
帝
一
元
支
配
の
樹
立
を
図
る
。
明
帝
は
こ
の

統
治
理
念
を
徹
底
し
、
よ
り
法
治
主
義
的
な
政
治
方
針
を
と
る
。
と
こ
ろ
が

章
帝
の
時
期
に
な
る
と
、
明
帝
の
厳
切
な
政
治
方
針
に
反
発
す
る
儒
家
官
僚

が
官
界
に
重
き
を
な
し
、
王
朝
安
定
策
と
し
て
寛
和
主
義
が
採
用
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
章
帝
は
、
儒
学
の
、
親
族
を
重
用
す
る
「
親
親
主
義
」
を
と
り
、

光
武
帝
明
帝
期
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
外
戚
厚
遇
が
生
ま
れ
た
。
外
戚
統
制

は
続
い
て
は
い
た
が
、
こ
こ
に
外
戚
専
権
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　
地
方
統
治
に
お
い
て
は
、
国
家
財
政
の
基
盤
を
確
立
し
、
地
方
社
会
の
秩

序
の
安
定
を
図
っ
た
。
豪
族
は
、
強
固
な
皇
帝
支
配
と
そ
れ
を
背
景
と
し
た

地
方
官
に
よ
る
弾
圧
の
た
め
未
だ
自
立
は
出
来
な
か
っ
た
。
た
だ
し
国
家
が

豪
族
を
弾
圧
す
る
の
は
、
彼
ら
が
領
主
的
な
支
配
を
郷
里
に
及
ぼ
そ
う
と
し
、

王
朝
権
力
の
基
盤
と
な
る
民
の
存
立
を
脅
か
す
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
豪
族

は
郷
や
里
の
秩
序
に
依
拠
し
つ
つ
、
自
己
の
経
営
拡
大
、
地
方
統
治
や
郷
里

社
会
に
対
す
る
規
制
力
の
強
化
を
図
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
は
豪

族
勢
力
は
か
ろ
う
じ
て
抑
止
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
伸
長
し
て
い
く
可
能

性
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
史
籍
に
見
え
る
「
貴
戚
」
と
い
う
語
が
、
後
三
期
に
恒
常

的
に
政
治
権
力
の
担
い
手
と
な
る
外
戚
集
団
を
含
む
た
め
、
貴
戚
の
語
の
歴

史
的
な
意
味
を
明
確
に
し
て
、
貴
戚
の
政
治
上
の
位
置
、
役
割
に
つ
い
て
考

え
る
。
そ
の
上
で
後
漢
最
初
の
貴
戚
政
治
の
成
立
事
情
を
探
る
。

　
ま
ず
語
の
用
例
を
検
討
し
、
貴
戚
は
、
皇
帝
の
寵
遇
・
信
任
を
被
り
、
列

侯
以
上
の
爵
位
を
有
す
る
帝
室
の
戚
属
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
従
来
は
外

戚
が
中
心
と
な
る
政
治
形
態
を
「
外
戚
政
治
」
と
表
す
が
、
世
代
的
血
縁
的

に
幡
広
い
範
囲
を
含
む
外
戚
で
は
、
政
権
掌
握
の
主
体
を
示
す
語
と
し
て
適

当
で
な
い
。
ま
た
、
政
権
掌
握
の
主
体
と
し
て
の
在
り
方
や
政
治
形
態
の
漢

代
的
特
質
を
表
現
す
る
語
と
し
て
も
充
分
で
な
い
、
と
い
う
。
そ
こ
で
「
外
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戚
政
治
」
を
含
ん
だ
「
貴
威
政
治
」
な
る
語
で
、
貴
戚
が
皇
帝
の
輔
佐
と
し

て
政
治
の
実
権
を
掌
握
す
る
政
治
形
態
を
表
し
た
い
、
と
提
唱
す
る
。

　
次
に
、
『
漢
書
』
の
作
者
班
固
と
外
戚
餐
茂
と
の
結
び
付
き
に
ス
ポ
ッ
ト

を
あ
て
、
後
漢
最
初
の
貴
戚
政
治
の
成
立
要
因
を
探
る
。
歯
固
の
出
身
地
で

齢
る
三
輔
地
域
の
人
士
は
、
前
漢
期
に
は
代
々
官
僚
を
出
し
た
名
家
で
あ
っ

た
が
、
王
葬
敗
亡
後
の
混
乱
で
光
武
帝
へ
の
帰
順
が
遅
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
早

く
か
ら
光
武
帝
に
附
従
し
た
南
陽
、
穎
川
、
汝
南
出
身
の
人
士
が
要
職
を
占

め
る
官
界
へ
の
進
出
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
三
輔
人
士
勢
力
は
算
氏
と

い
う
前
漢
以
来
の
名
家
、
貴
戚
を
押
し
上
げ
て
官
界
進
出
を
目
指
し
た
。
こ

の
点
に
梅
壷
専
権
成
立
の
一
つ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

述
べ
る
。

　
第
三
章
は
、
六
朝
の
貴
族
は
藤
代
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
知
識
階
級
二
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

大
央
層
を
地
盤
ど
し
て
成
立
し
た
、
と
す
る
川
勝
氏
の
所
論
を
受
け
て
、
か

か
る
知
識
階
級
が
い
か
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
具
体
相
を
追
求
す
る
。

　
ま
ず
教
育
制
度
に
目
を
向
け
、
史
籍
に
見
え
る
「
諸
生
」
を
通
し
て
、
知

識
修
得
者
の
実
態
や
知
識
修
得
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
諸
生
の

勉
学
条
件
や
出
身
階
層
を
検
討
し
、
官
僚
、
豪
族
は
も
と
よ
り
小
農
民
層
出

身
諸
生
も
、
多
く
、
彼
ら
が
諸
生
遊
学
盛
行
を
支
え
て
い
た
と
み
る
。
ま
た
制

度
颪
か
ら
み
る
と
、
脳
橋
期
に
お
け
る
地
方
社
会
で
の
教
育
制
度
の
整
備
が

諸
生
遊
学
の
一
層
の
盛
行
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
諸
生
出
身

者
が
全
国
的
に
郡
県
の
府
廷
に
存
在
し
、
地
方
政
治
を
担
当
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
彼
ら
が
各
地
域
に
お
い
て
儒
学
を
教
授
す
る
た
め
、
地
方
の
教

育
環
境
や
水
準
が
整
備
、
・
向
上
し
、
全
國
的
な
拡
が
り
を
も
っ
た
知
識
階
層

形
成
の
推
進
力
と
な
っ
た
、
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
後
漢
中
・
後
期
は
、
第
二
章
で
見
た
貴
意
政
治
が
更
に
展
開
し
、

そ
れ
と
の
関
わ
り
で
叡
覧
が
次
第
に
そ
の
勢
力
を
増
大
さ
せ
た
時
期
で
あ
る
。

ま
た
隅
時
に
第
三
章
で
箆
た
儒
家
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
土
の
政
治
活
動

も
活
発
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
貴
戚
・
智
慧
・
儒
家
官
僚
三
者
の
鼎
立

と
抗
争
と
い
う
後
漢
中
・
後
期
政
治
史
の
勢
力
配
置
図
式
が
次
第
に
明
確
さ

を
増
し
て
い
く
。
そ
こ
で
第
四
章
で
は
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
を
中
心
に
、

安
帝
期
か
ら
三
権
期
ま
で
の
申
央
政
界
の
状
況
、
儒
家
官
僚
の
動
向
な
ど
を

考
察
す
る
。

　
安
帝
期
の
郵
氏
専
権
は
、
郵
皇
太
后
の
死
ま
で
の
十
六
年
間
に
わ
た
る
長

期
政
権
で
あ
っ
た
。
か
か
る
長
期
維
持
を
可
能
に
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

当
時
の
政
界
に
郵
氏
専
権
を
支
持
す
る
勢
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
名

望
の
た
め
、
ま
た
地
方
豪
族
の
地
域
支
配
力
を
利
用
す
る
た
め
に
、
都
氏
は

地
方
の
人
熱
を
群
召
し
、
自
ら
の
政
権
の
基
礎
を
確
固
た
ら
し
め
よ
う
と
し

た
。
一
方
、
後
漢
初
以
来
南
陽
・
頴
川
・
汝
南
出
身
人
士
が
官
界
に
お
い
て

優
位
に
立
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
外
の
地
方
人
士
に
と
っ
て
、
官
界
進
出
の
た

め
に
は
貴
戚
に
依
拠
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
貴
戚
と
地
方
人
士

の
思
惑
が
一
致
し
、
郡
氏
専
権
が
成
立
し
た
、
と
分
析
す
る
。

　
順
農
期
の
初
め
は
、
「
礼
教
派
」
人
士
が
数
多
く
官
界
に
進
出
し
、
比
較

的
清
平
な
治
政
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
人
士
の
中
に
は
郡
氏
専
権
下
に
辞

召
、
推
挙
さ
れ
た
地
方
人
士
も
多
か
っ
た
。
彼
ら
は
中
田
即
位
に
伴
っ
て
台

頭
し
て
き
た
霜
露
ら
の
政
治
勢
力
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
自
ら
の
政
治
理
念

を
実
現
す
る
必
要
性
か
ら
、
反
目
し
て
い
た
後
底
幅
以
来
の
先
進
地
域
の
人

士
達
と
結
束
し
、
強
固
な
政
治
勢
力
を
形
成
し
始
め
る
。

　
さ
ら
に
桓
雨
期
に
は
、
選
挙
請
託
を
め
ぐ
り
貴
河
梁
翼
の
専
権
を
鋤
判
ず

る
こ
と
で
、
全
国
各
地
か
ら
進
出
す
る
地
方
人
士
（
儒
家
官
僚
）
が
政
治
勢
・

力
1
1
清
流
を
形
成
す
る
。
郡
氏
専
権
以
降
、
儒
家
官
僚
と
の
提
携
が
不
可
欠
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評書

で
あ
っ
た
貴
戚
政
治
は
、
こ
こ
に
お
い
て
権
威
が
相
対
化
し
克
服
が
進
行
し

た
の
で
あ
る
。
梁
氏
敗
亡
後
は
箆
宮
が
勢
力
を
伸
ば
し
、
儒
家
官
僚
の
批
判

は
竃
官
の
意
の
ま
ま
の
皇
帝
の
在
り
方
に
移
る
。
彼
ら
は
皇
帝
の
恣
意
を
許

さ
ず
、
儒
家
官
僚
に
よ
っ
て
輔
佐
さ
れ
る
皇
帝
政
治
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
を
嫌
忌
す
る
皇
帝
は
、
儒
家
官
僚
の
政
治
的
拠
点
で
あ
る
尚
書
を
経
由

せ
ず
窟
官
に
よ
っ
て
詔
令
を
発
し
、
後
漢
初
期
と
は
全
く
異
な
る
独
断
的
政

治
構
造
を
と
っ
た
。
こ
の
段
階
で
豪
族
出
身
宮
僚
ら
の
豪
族
連
合
国
家
体
制

へ
の
志
向
が
生
ま
れ
た
、
と
論
ず
る
。

　
こ
う
し
た
儒
家
官
僚
の
勢
力
増
大
に
は
、
後
漢
政
府
が
地
方
名
士
を
官
僚

と
し
て
登
用
す
る
体
制
に
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
状
況
が
背
景
に
あ

る
と
い
う
。
こ
の
中
央
官
界
に
進
出
し
て
い
く
地
方
豪
族
に
つ
い
て
、
地
域

社
会
の
変
容
と
の
関
わ
り
か
ら
次
の
第
五
章
で
よ
り
深
く
検
討
す
る
。

　
和
帝
安
宅
期
の
地
方
統
治
方
針
は
寛
和
策
・
礼
教
的
徳
治
主
義
で
あ
り
、

地
方
官
が
、
貧
民
の
賑
憧
や
秩
序
維
持
に
豪
族
の
社
会
的
勢
力
を
利
用
す
る
、

前
期
と
は
異
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
地
方
官
が
関
与
し
た
地
域
の
水
利
政

策
が
、
和
帝
期
か
ら
安
税
期
へ
と
次
第
に
衰
退
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

豪
族
の
自
立
化
、
地
域
支
配
力
の
増
大
が
進
ん
で
い
る
状
態
を
読
み
取
り
、

こ
れ
が
地
方
統
治
方
針
の
変
更
の
原
悶
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
礼
教
凶
徳

治
主
義
も
、
豪
族
の
成
長
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な

い
か
、
と
す
る
。
つ
ま
り
、
経
済
的
社
会
的
な
力
を
獲
得
し
た
豪
族
出
身
の

諸
生
・
儒
生
が
郡
県
の
橡
低
層
を
独
占
し
、
豪
族
を
中
心
に
し
た
地
域
的
知

識
階
級
一
士
大
夫
サ
ー
ク
ル
を
成
立
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
「
諸
島
」
と
太
守
と

の
共
同
に
よ
る
地
方
社
会
統
治
の
儒
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
こ
そ
が
、
礼
教
的

徳
治
主
義
に
他
な
ら
な
い
、
、
と
い
う
。

　
順
帝
桓
帝
期
に
は
、
皇
帝
権
を
背
景
と
し
た
地
方
官
の
豪
族
層
に
対
す
る

統
制
力
は
弱
化
し
、
梁
琉
親
党
か
ら
任
命
さ
れ
た
地
方
官
、
梁
叢
誌
殺
後
は

穣
宮
系
の
地
方
官
の
侵
蓉
・
横
暴
が
儀
に
余
る
よ
う
に
な
る
。
も
は
や
皇
帝

権
は
私
権
化
さ
れ
、
小
農
民
保
護
育
成
策
は
放
棄
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
豪

族
の
郷
里
社
会
の
主
宰
潜
的
性
格
が
強
ま
り
、
地
域
社
会
が
皇
帝
支
配
か
ら

相
対
的
に
独
立
し
つ
つ
あ
っ
た
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
帝
安
野
期
か

ら
順
揺
篭
帝
期
へ
か
け
て
中
央
と
地
方
と
の
関
わ
り
が
変
化
し
、
前
期
三
代

の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
く
と
い
う
視
点
は
、
第
四
章
と
並
ん
で
重
要
、

な
携
摘
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
地
方
社
会
で
は
、
儒
学
を
修
得
し
た
士
大
夫
と
呼
ば
れ
る
知
識

人
の
階
層
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
士
大
夫
層
か
ら
中
央
官
僚
や
州
三

流
が
任
用
さ
れ
る
傾
向
が
　
段
と
強
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
非
士
大
脳
豪
族
」

は
貴
戚
や
笹
官
に
対
し
て
中
央
・
地
方
の
官
僚
へ
の
請
託
を
依
頼
す
る
よ
う

に
な
る
。
　
一
方
、
「
士
大
夫
豪
族
」
は
地
方
に
お
い
て
「
士
大
夫
サ
ー
ク
ル
」

を
形
成
し
、
郡
県
撤
史
や
そ
の
右
職
を
占
め
て
無
論
を
統
制
し
、
選
挙
権
を

実
質
上
掌
握
し
て
中
央
官
界
進
出
へ
の
ル
ー
ト
ー
「
察
挙
体
制
」
を
独
占
し

た
、
と
論
ず
る
。
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
用
語
は
以
下
の
行
論
の
土
台
と
な
る
。

　
第
穴
章
は
、
六
朝
貴
族
制
の
源
流
と
し
て
の
党
鋼
の
歴
史
的
意
味
を
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
た
川
勝
論
文
を
中
心
に
整
理
し
、
川
勝
茂
の
い
う
、
党
人
と
逸
既
的
人
士

の
志
向
す
る
「
共
同
体
翼
求
運
動
」
を
と
り
あ
げ
検
討
す
る
。
ま
た
川
勝
氏

の
、
知
識
階
級
ロ
清
流
が
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
転
換
し
た
、
と
い
う
説
に
対
し
、
な
ぜ
清
流
が
そ
の
よ
う
な
転
換
を
迫

ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。

　
清
流
勢
力
と
は
知
識
階
層
を
構
成
し
、
州
郡
の
属
吏
や
中
央
官
僚
と
な
る

べ
き
、
ま
た
現
に
そ
う
で
あ
る
人
々
”
士
大
夫
の
政
治
的
結
合
体
で
あ
る
。

清
流
は
濁
流
の
選
挙
請
託
を
非
難
す
る
が
、
こ
れ
は
第
五
章
で
み
た
「
察
挙
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体
制
」
を
維
持
す
る
た
め
の
非
難
で
、
豪
族
が
豪
族
本
来
の
力
に
よ
る
支
配

を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
支
配
の
貫
徹
が
党
人
（
清
流
）

の
共
同
体
へ
の
志
向
で
あ
っ
た
。
一
方
、
清
流
へ
の
参
加
を
拒
否
し
、
濁
流

派
の
み
な
ら
ず
清
流
派
を
も
批
判
し
た
逸
民
的
韓
土
は
、
豪
族
の
支
配
下
に

喘
ぎ
、
崩
壊
の
危
機
に
あ
る
郷
里
社
会
を
郷
里
の
人
々
と
の
協
同
の
下
に
再

編
せ
ん
、
と
新
た
な
共
同
体
を
志
向
し
た
。
す
な
わ
ち
、
党
人
と
逸
民
的
人

土
が
志
向
し
た
共
同
体
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
諸
事
に
よ
っ
て
清
流
派
の
儒
家
理
念
は
完
全
に
破
砕
さ
れ
、

宙
官
に
結
託
し
た
濁
流
豪
族
の
横
暴
と
黄
巾
の
乱
の
勃
発
に
よ
り
、
清
流
豪

族
は
否
応
無
し
に
「
邑
里
と
之
を
共
に
す
る
」
と
い
う
在
り
方
を
取
ら
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
こ
れ
が
川
勝
氏
の
い
う
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
傾
斜

で
あ
り
、
こ
の
転
換
に
よ
り
清
流
豪
族
は
郷
里
の
支
持
を
受
け
、
官
僚
と
し

て
貴
族
化
し
、
魏
普
国
家
を
創
り
上
げ
て
い
っ
た
、
と
い
う
。
川
勝
馬
が
、

清
流
が
自
覚
的
に
隠
逸
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
転
換
し
た
と
捉
え
る
の
に
対
し
、

著
者
は
政
治
駒
敗
北
と
罠
衆
の
抵
抗
運
動
に
よ
っ
て
否
応
無
し
に
転
換
し
た
、

と
捉
え
て
い
る
。

　
最
後
に
終
章
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
整
理
し
つ
つ
、
魏
晋
南
北
朝
時
代

へ
の
展
望
を
示
す
。

　
ま
ず
貴
戚
政
治
成
立
は
、
現
実
的
に
は
帝
室
と
皇
后
・
皇
太
肩
一
族
と
の

協
同
、
相
互
扶
助
的
互
恵
的
な
政
治
同
盟
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
貴
戚
の

権
力
掌
握
、
一
族
保
全
へ
の
意
欲
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
。
更
に
、
従
来
の
後
漢
の
貴
戚
も
一
種
の
貴
族
と
す
る
説
を
見
直
し
、

貴
戚
の
高
貴
挫
の
根
拠
は
皇
帝
の
戚
話
者
た
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
政
治

的
発
言
権
は
一
時
的
に
過
ぎ
ず
、
郷
党
社
会
に
根
差
し
た
六
朝
貴
族
と
は
異

　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
貴
戚
政
治
は
、
儒
家
官
僚
達
が
皇
帝
権
の
あ

る
べ
き
姿
を
求
め
て
批
判
し
、
そ
の
克
服
に
努
め
た
た
め
、
後
漢
時
代
で
終

焉
す
る
、
と
い
う
。

　
こ
の
儒
家
官
僚
の
出
身
母
胎
は
郡
段
階
で
の
士
大
夫
豪
族
層
に
よ
る
サ
ー

ク
ル
に
あ
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
彼
ら
は
全
国
的
な
サ
…
ク
ル
を
結
成
す

る
。
こ
の
全
圏
的
士
大
夫
団
が
、
九
尊
官
人
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
六

朝
貴
族
の
社
会
的
母
胎
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
背
景
と
な
る
郷
塁

社
会
は
、
戦
国
期
以
降
の
父
老
的
里
共
同
体
か
ら
、
前
漢
元
春
期
に
は
豪
族

的
里
共
同
体
へ
、
後
漢
中
期
に
は
愈
愈
期
に
つ
な
が
る
豪
族
共
同
体
へ
と
変

化
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
以
上
、
本
書
の
概
略
を
お
っ
て
み
た
。
・
本
書
の
価
値
は
な
に
よ
り
も
、
茄
俊

漢
時
代
そ
の
も
の
を
重
点
的
に
扱
っ
た
専
著
が
少
な
い
中
で
、
後
漢
一
代
で

の
地
方
社
会
と
国
家
の
変
化
を
関
連
づ
け
て
精
密
に
お
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

著
者
が
あ
と
が
き
に
お
い
て
今
後
の
政
治
史
上
の
課
題
と
み
る
、
王
葬
政
権

の
位
置
付
け
、
儒
道
仏
三
教
の
受
容
と
展
開
、
漢
民
族
と
周
辺
民
族
の
交
渉

史
等
の
解
明
の
た
め
の
、
｝
つ
の
重
要
な
基
礎
が
本
書
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
、
本
書
に
対
す
る
評
者
の
見
解
を
若
千
示
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
本
書
の
特
色
の
一
つ
、
貴
賓
政
治
の
提
囑
で
あ
る
が
、
貴
戚
と
い
う

語
は
内
外
戚
双
方
を
含
み
、
提
唱
さ
れ
る
貴
戚
政
治
と
従
来
の
外
戚
政
治
と

で
は
、
含
ま
れ
る
政
治
形
態
の
範
囲
が
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
貴
戚
政

治
は
、
従
来
の
外
戚
政
治
の
範
購
に
入
ら
な
い
部
分
を
含
む
政
治
形
態
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
点
著
者
は
、
「
昭
帝
期
に
蓋
長
公
主
（
昭
帝
の
異
母

姉
）
が
藩
王
旦
（
昭
帝
の
異
母
兄
）
や
外
戚
上
官
氏
（
娘
が
昭
帝
の
皇
后
）

と
結
ん
で
政
治
に
介
入
し
た
り
、
後
漢
明
帝
即
位
当
初
東
平
王
蒼
（
明
帝
の
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評

同
母
弟
）
が
輔
政
の
任
に
就
い
た
こ
と
な
ど
、
内
戚
が
政
治
に
関
与
す
る
こ
と

も
あ
り
得
た
」
と
一
つ
の
解
決
策
を
示
す
。
し
か
し
彼
ら
は
政
権
掌
握
の
主

体
と
は
な
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
著
者
は
、
貴
戚
政
治
は
外
戚
政
治
を
も
内
包
し
た
も
の
と
述
べ
て

い
る
。
だ
が
、
貴
戚
政
治
の
語
が
意
味
す
る
独
自
の
政
治
形
態
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
、
政
権
掌
握
の
主
体
と
し
て
の
在
り
方
や
政
治
形
態
の
漢
代
的
特

質
を
表
現
す
る
の
に
充
分
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
第
三
章
第
二
節
で
、
諸
生
の
出
自
の
検
討
か
ら
小
農
重
層
出
身
諸

生
が
数
多
く
存
在
し
た
、
と
み
る
点
に
つ
い
て
。
著
者
は
更
に
「
前
漢
後
半

期
か
ら
の
上
家
下
戸
制
、
大
土
地
所
有
の
進
展
に
よ
る
小
農
民
の
没
落
と
い

う
事
態
は
「
方
で
は
否
定
し
難
く
存
在
す
る
が
、
他
方
で
は
営
々
と
し
て
惣

ら
の
力
を
蓄
え
、
諸
生
を
も
生
み
出
す
ほ
ど
の
余
力
を
も
ち
始
め
た
小
農
民

層
も
広
汎
に
存
在
し
つ
つ
あ
っ
た
、
換
言
す
れ
ば
漢
代
社
会
の
全
体
的
富
裕

化
こ
そ
が
諸
生
遊
学
盛
行
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ

る
。
だ
が
私
晃
で
は
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
小
農
民
層
出
身
諸
生
が
諸
生
全

体
に
対
し
て
占
め
た
割
合
を
議
論
す
る
の
は
難
し
く
、
推
測
の
域
を
脱
し
得

な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
諸
生
を
も
生
み
出
す
ほ
ど
の
余
力
を
も
ち

始
め
た
小
農
民
層
も
広
汎
に
存
在
し
つ
つ
あ
っ
た
」
「
漢
代
社
会
の
全
体
的

富
裕
化
」
に
つ
い
て
も
、
別
の
角
度
か
ら
の
論
拠
が
欲
し
い
所
で
あ
る
。

　
ま
た
、
著
者
は
外
戚
専
権
や
儒
教
的
理
念
に
よ
り
皇
帝
権
が
相
対
化
さ
れ
、

後
漢
颪
家
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
と
一
貫
し
て
捉
え
て
い
る
。
終
章
第
　
節
で

　
　
　
　
　
⑧

は
、
「
内
藤
湖
南
は
、
天
子
に
権
力
が
集
中
し
た
結
果
、
そ
の
強
化
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
⑨

皇
帝
権
に
よ
る
政
治
の
中
か
ら
、
敵
対
物
た
る
貴
戚
政
治
が
生
み
鷹
さ
れ
て

く
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
皇
帝
権
（
こ
れ
を
「
皇
帝
権

A
」
と
す
る
一
評
者
）
の
絶
対
化
か
ら
必
然
的
に
他
者
に
よ
る
専
権
、
結
果

的
に
は
皇
帝
権
（
同
B
）
の
根
対
化
が
歴
史
的
に
進
行
す
る
と
い
う
論
理
な

の
で
あ
る
。
し
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
皇
帝
権
A
と
皇
帝
権
B
と
は
次
元
が

異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
皇
帝
の
意
思
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に

は
皇
帝
の
手
足
と
な
る
官
僚
機
構
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
整
備

さ
れ
た
官
僚
機
構
は
皇
帝
一
人
置
権
力
を
集
中
さ
せ
る
た
め
、
皇
帝
が
意
思

表
示
し
な
け
れ
ば
動
か
な
い
。
こ
の
権
力
一
極
中
盤
が
皇
帝
権
A
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
皇
帝
の
意
思
表
示
が
不
可
能
な
時
は
、
代
わ
り
に
皇
道
表
示
す

る
者
が
必
要
と
な
り
、
外
戚
専
権
が
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
ゆ
え
に
、
皇

帯
権
力
の
強
化
と
外
戚
専
権
は
絹
矛
盾
し
な
い
も
の
と
な
る
。
だ
が
皇
帝
権

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

B
は
、
皇
帝
個
人
の
意
患
が
貫
徹
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
左
右
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
権
カ
一
極
集
中
の
体
制
、
皇
帝
権
A
が
相
対
化
す
る

の
で
は
な
い
。
近
年
、
官
僚
機
構
の
分
析
か
ら
、
前
漢
武
帝
期
以
降
に
は
皇

帝
独
裁
体
制
へ
の
絶
え
ざ
る
志
向
が
存
在
し
た
、
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
て

　
⑩

い
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
の
意
思
貫
徹
を
実
現
す
る
た
め
の
輔
翼
機
能
が
整

備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
皇
帝
独
裁
体
調
は
あ
り
得
な
い
。
逆
に
た
と
え
外
戚

や
窟
官
の
禦
肘
を
受
け
よ
う
と
も
、
皇
帝
の
意
思
と
し
て
下
さ
れ
た
命
令
を

実
行
し
得
る
体
制
が
整
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
独
裁
体
制
と
呼
び
得
る
。

評
者
は
か
か
る
視
点
か
ら
「
皇
帝
権
」
の
分
析
は
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
皇

帝
権
A
と
皇
帝
権
B
を
混
同
し
て
他
者
勢
力
の
台
頭
に
よ
り
皇
帝
権
は
相
対

化
し
た
、
と
い
う
考
え
は
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
最
後
に
、
著
者
も
あ
と
が
き
で
、
理
解
不
足
で
避
け
て
通
っ
た
、
と
述
べ

て
い
る
が
、
王
孫
政
権
及
び
赤
島
の
乱
に
つ
い
て
の
論
及
が
ど
う
し
て
も
欲

し
い
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
な
に
よ
り
も
、
貴
戚
政
治
の
終
着
と
も

い
え
る
外
戚
王
葬
の
纂
奪
政
権
を
打
倒
し
て
生
ま
れ
た
後
漢
王
朝
、
そ
の
王

朝
で
起
こ
っ
た
貴
戚
政
治
を
解
明
す
る
以
上
、
王
葬
政
権
並
び
に
前
漢
末
の
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外
戚
専
権
状
況
と
の
比
較
は
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
及
が
ほ
と
ん
ど

が
見
ら
れ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
今
後
の
こ
の
時
期
の
研
究
に
期
待
し
た

い
。　

な
お
非
常
に
惜
し
ま
れ
る
点
は
、
論
旨
に
さ
ほ
ど
影
響
は
な
い
が
、
若
干

誤
字
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
例
を
挙
げ
る
と
、
　
九
九
頁
四
回
目

の
弓
馬
は
、
一
応
で
あ
ろ
う
（
関
稿
は
郡
氏
と
な
っ
て
い
る
）
。

　
以
上
思
い
つ
く
ま
ま
に
評
注
の
見
解
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、

評
者
は
初
学
の
身
ゆ
え
非
力
の
た
め
、
読
み
誤
り
や
、
見
当
違
い
な
箇
所
も

多
々
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
著
者
の
ご
海
容
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

①
　
川
勝
義
雄
・
谷
川
道
雄
「
中
蟹
申
世
史
研
究
に
お
け
る
立
場
と
方
法
」
（
中
照

　
中
蝕
史
研
究
会
編
『
中
国
中
世
史
研
究
幅
東
海
大
学
鴫
版
会
　
一
九
七
〇
年
）
。

②
　
多
田
猜
介
「
『
後
漢
な
い
し
魏
習
期
以
降
中
国
中
世
』
説
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
歴
史

　
学
研
究
隔
四
二
二
号
　
一
九
七
五
年
）
、
河
地
重
造
「
王
芥
政
権
の
出
現
」
（
『
岩

　
波
講
座
世
界
歴
史
』
古
代
闘
　
一
九
七
〇
年
）
。

③
用
勝
義
雄
「
シ
ナ
中
世
貴
族
政
治
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
三
三
巻
四
畳

　
一
九
置
○
年
）
「
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
（
『
宙
ハ
洋
史
研
究
』
二
五
巻
四
聞
写

　
一
九
六
七
年
）
。
後
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
二
年
）

　
に
両
論
文
章
収
（
前
者
は
「
貴
族
政
治
の
成
立
」
と
改
題
）
。

④
　
同
朋
舎
出
版
　
一
九
九
三
年
。

⑤
註
③
参
照
。

⑥
註
③
参
照
。

⑦
　
大
庭
脩
「
漢
代
の
費
族
」
（
『
公
家
と
武
家
　
そ
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
思
文

　
閣
出
版
　
一
九
九
五
年
）
で
は
、
漢
初
と
後
漢
宋
の
貴
族
で
は
態
容
が
随
分
違
う
、

　
と
重
代
の
貴
族
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
爵
位
列
侯
以

　
上
を
貴
族
と
み
な
し
て
お
り
、
著
者
の
い
う
貴
戚
と
重
な
り
あ
う
面
が
み
ら
れ
る
。

⑧
　
内
藤
湖
南
『
支
那
上
古
史
』
（
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
巻
　
筑
摩
書
房
所
収
）

　
を
終
章
に
て
引
用
。

⑨
　
傍
点
は
評
者
が
便
宜
上
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

⑩
藤
田
高
夫
「
前
漢
後
半
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構
」
（
『
棄
洋
史
研
究
』
四
八
巻
四

　
号
　
一
九
九
〇
年
）
　
融
⑦
大
庭
論
文
で
は
、
武
帝
か
ら
後
漢
申
期
ま
で
の
期
間

　
を
「
漢
代
盛
期
」
と
称
し
、
「
こ
の
時
期
は
、
皇
帝
は
唯
一
最
高
の
権
力
者
と
し

　
て
君
臨
し
、
そ
の
皇
帝
権
に
寄
生
す
る
集
団
が
政
権
を
所
有
し
て
い
る
」
と
述
べ

　
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
皇
帝
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
は
第
二
章
第
一
節
の
注

　
＠
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
（
A
5
判
　
三
五
三
頁
　
索
引
七
頁
　
一
九
九
五
年
一
一
月
　
名
古
歴
大

　
　
　
　
学
出
版
会
　
入
七
五
五
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
火
学
大
学
院
修
士
課
程
　
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
雷
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